
※特定業務代行者との協議により内容が変更される場合があります。 

 

工 事 請 負 契 約 書（案） 
 

発  注  者     立石駅北口地区市街地再開発組合  と 
                          

請  負   者     鹿島・三井住友特定建設工事共同企業体  とは 
 

工  事  名       立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事（東西街区部分） 
 

          の施工について、次の条項と添付の工事請負契約約款、実施設計図書等、内訳書にもとづいて、

工事請負契約を締結する。 

 

 

１． 工 事 場 所    立石駅北口地区第一種市街地再開発事業施行区域内 

東京都葛飾区立石四丁目1000番、七丁目1000番 
 

     ２．工 期                     2025年(令和7年)11月1日から2030年(令和12年)3月29日まで 

       ※各街区の予定工期 

               ＜東街区：2025年(令和7年)11月1日～2030年(令和12年)3月29日＞ 

               ＜西街区：2025年(令和7年)11月1日～2030年(令和12年)3月29日＞ 

 

３.引 渡 し 日    2030年（令和12年）3月29日 

 

     ４．請 負 代 金 額                          金９２,４００,０００,０００円也 

 

     （内訳）   

東街区           金４７,６８５,０００,０００円也 

             うち  工事価格        金４３,３５０,０００,０００円也 

              取引に係る消費税及び地方消費税の額  金 ４,３３５,０００,０００円也  

 

              西街区           金４４,７１５,０００,０００円也 

             うち  工事価格        金４０,６５０,０００,０００円也 

              取引に係る消費税及び地方消費税の額  金 ４,０６５,０００,０００円也  
 

         （注）請負代金額は、工事価格に、取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えた額。 

 

      ５．請負代金の支払      

 (１）施設建築物等新築工事 

着 工 時：東街区  金〇,〇,〇,000円（工事価格〇,〇,〇,000円、消費税〇,〇,000円） 

     西街区  金〇,〇,〇,000円（工事価格〇,〇,〇,000円、消費税〇,〇,000円） 

但し、年度末に出来高が上記金額に達しない場合は、その差額を2026年２月末までに返金する 

第２回以降：各年度の３月の完了検査合格後、請負者の請求により１０営業日以内に、 

当該年度の出来高の１００％を支払う 

但し、最終回の支払いに関しては、竣工引渡し１か月後に前年度分以降の出来高の１００％ 

を支払うものとする 

各支払いはいずれも現金払いとする 

６．その他 

(１) 部分使用の有無(有・無)    

(２) 部分引渡の有無(有・無)  

     

(３) 瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めの 

有無(有・無) 

       (４)  この工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号) 

第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合、同法第13条第1項の主務省令で定める 

事項については、添付別紙のとおりとする。 

 (５)  工事を施工しない日又は時間帯の定めの有無(有・無) (建設業法第19条第1項第4号) 

     （６） 本契約の履行において疑義が生じた場合は、下記文書の順位に則り、発注者と請負者は 

      互いに誠意をもって協議する。 

１） 契約書 

２） 工事請負契約約款 

３） 見積条件書（改訂版）  

４） 実施設計図書 

５） 工種別内訳書 

（７）請負代金額に変更がある場合、工事請負契約約款第３０条に基づき東街区および西街区を各々分

けて算出するものとし、変更後の工事内訳書および各種資料を提出する場合には、街区ごとに作

成するものとする。 

（８）発注者は、東街区を担当する請負者に対して、工事着工後、この工事内容の変更（VECD、施工方法等

を含む）及び当該変更に伴う請負代金額の減額（一部項目の増額によって当該変更全体で工事費低減

が達成されるものを含む）の提案を求めるものとする。この場合、発注者及び請負者は、誠実に協議、

検討し、工事費低減を図るものとする。 

（９）請負者は国土交通省が定めた特定建設工事共同企業体協定書（乙型）を締結し、分担施工方式に 

て工事を施工する。東街区の工事は鹿島建設株式会社、西街区は三井住友建設株式会社が担当す

る。 

（１０）請負者は市街地再開発事業の施行区域内にある公共施設部の一部を施工ヤードとして使用でき

るものとし、期間・範囲については、協議のうえ定めるものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作り、当事者が記名押印をして、それぞれ１通を保有する。 

 

         ２０２５年１０月２０日 

 

発 注 者  東京都葛飾区立石七丁目3番18号 

       立石駅北口地区市街地再開発組合 

         理事長 德 田  昌 久 

             

 

           請 負 者  鹿島・三井住友建設立石駅北口地区特定業務代行共同企業体 内 

                 鹿島・三井住友特定建設工事共同企業体 
 

           代表者 

東京都港区赤坂六丁目5番11号 

鹿島建設株式会社東京建築支店 

専務執行役員支店長 吉岡 伸明 

 

           構成員 

東京都中央区佃二丁目1番6号 

三井住友建設株式会社東京建築支店 

専務執行役員支店長 加茂 裕之 
 

別添資料１ 
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